
議案第１０２号

指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定する。

         令和４年１１月２５日提出

              亀山市長   櫻 井 義 之

１ 施設の名称    南部地区コミュニティセンター

２ 施設の所在    亀山市安知本町９５０番地２

３ 指定する期間   令和５年４月１日から

          令和１０年３月３１日まで

４ 指定管理者となる団体

          亀山市安知本町９５０番地２

南部地区まちづくり協議会

会長 秋田 修

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により議会の議決を求める。


